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広島市から委託を受けた高齢者のための相談所です

～こんなことに困っていませんか？～

お気軽にご相談ください。

秘密は守ります。費用はかかりません。

・車いすや手すりって買うの？、借りるの？

・足腰が弱ってきたので運動がしたい

・今までできていたことができなくなった、病気で動けない など

・ひとり暮らし、高齢者だけなので今後の生活が不安

介護保険のサービスを利用したい、どうすればいいの？

消費者詐欺？（オレオレ詐欺？）

地域の集まりで何か話(講座)をしてほしい

家族が認知症かもしれない

認知症について知りたい
近所に心配な人がいる…

広島県出身。大学卒業後、医療機関の相談員として勤務。平成

21年より三入・可部地域包括支援センターに配属（産休、育児

休暇を取得）、副センター長・社会福祉士として勤務。令和5年

10月より亀山地域包括支援センターへ異動。

【献血】献血バスの情報を調べて献血に行っています！

【野球観戦】子どもの試合を観戦ながら（我流で）スコアをつけ

ながら応援します♪

【ダイエット計画】つい”明日から…”の魔法の言葉を口ずさみ、

実行に至らず…。

異動前の包括と生活圏域が近く、圏域内地図はイメージできま

すが、一つひとつの地域性を鑑みた状況については、これから地

域の皆様と関わる中で把握していけたらと考えています。

その方が解決されようとしている困りごとに対して、ともに考

えるなど、解決に向けたお手伝いをします。

「包括に相談して良かった」と感じていただけるよう、包括職

員一同取り組んでまいります。よろしくお願いいたします。

趣味・好きなこと

新しい職員を紹介します

プロフィール

ご挨拶

センター長

社会福祉士

むろもと なつこ

室元 奈津子



広島市亀山地域包括支援センター
〒731-0231   広島市安佐北区亀山4丁目2-36

TEL(082)819-0771 FAX(082)814-0501

月曜日～金曜日 8時30分～ 17時15分

最寄りのバス停：下大毛寺 駐車場：建物右側に2台分

☆食生活を見直そう！

80代の一人暮らしの女性の息子さんから「最近、物忘れが進んできた。通帳

がなくなったと毎日のように電話がかかってくる。この前は近所の人に道に

迷っているところを連れて帰ってもらった。高い訪問販売の布団とか買わされ

たりしないか心配。自分は県外に住んでいてすぐに駆け付けられないので誰か

頼れる人がいたらいいのに……」と相談がありました。

このような場合、使える制度として成年後見制度（せいねんこうけんせい

ど）があります。成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下した人

や知的障がいのある人などの財産を管理し、不当な契約などから守る制度です。

家庭裁判所へ申し立てをすることで、通帳の管理や悪質商法被害を防ぐなど

のお手伝いをしてくれる方を選任してもらいます。

上記の80代の女性は、この後成年後見制度を利用したことで、通帳を管理し

てもらえるようになり、訪問販売を購入しても契約を取り消してもらえる手続

きを行えるようになりました。

介護保険の手続き、サービスの契約も行うことができ、安心した生活を送る

ことができています。

※成年後見制度に関心がある方は、地域包括支援

センターにご相談ください。

成年後見制度をご存じですか？


